
2026年度(2027年3月)卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請 ポイント

〇就職・採用活動日程について、従来と同様、下記の日程
を原則とし、学事日程等に十分配慮すること

〇その上で、タイプ３のうち専門活用型（２週間以上）か
つ春休み以降に実施されるものを通じて高い専門的知識
や能力を有すると判断された学生については、そのこと
に着目し、３月から行われる広報活動の周知期間を短縮
して、６月より以前のタイミングから採用選考プロセス
に移行できる。

※なお、上記の専門活用型インターンシップについて
は、追加的に、新卒一括採用に係る全体の採用計画、
学生に求める学修成果水準・専門的能力を公表するこ
とを求める。

●2026年度（2027年３月）卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請をとりまとめ。関係省庁（内閣官房、
文部科学省、厚生労働省、経済産業省）の連名により広く経済団体等へ要請。

卒業時期 広報活動
（卒業前年度）

採用選考活動
（卒業年度）

2014年度（2015年3月） 12月 ４月

2015年度（2016年3月）
３月

８月

2016年度（2017年3月）～ ６月

2025年度（2026年3月）～ ３月 ６月（※）

〇インターンシップで取得した学生情報を就
職・採用活動に活用できるのは、一定の要
件を満たしたタイプ３のもの（産学協議会
基準準拠マークの記載が可能）に限られる
こと。

〇卒業・修了後少なくとも３年以内の既卒者
は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応
募を可能とすること。

〇日本人海外留学者、外国人留学生への多様
な選考機会を設けること、オンラインを活
用すること。

〇大学等と連携して、障害のある学生向けに
募集・採用情報の公表を積極的に行うこと。

〇学修成果や学業への取組状況の適切な評価。
〇学生の個人情報の取扱い等における法令順
守。

〇学生の職業選択の自由を確保するため、オ
ワハラの防止の徹底。

※オワハラの類型に、「内定辞退の防止を目的として、内定を承諾

することについて、保護者の同意を強要すること」を追加。

〇セクハラ・パワハラの防止の徹底。
〇相談窓口の設置など、学生からの苦情・相
談を処理するための体制整備・改善向上に
努めること。

広報活動
（説明会等）開始

卒業・修了年度に入る
直前の３月１日以降

採用選考活動
（面接等）開始

卒業・修了年度の６月１日以降

正式な内定日 卒業・修了年度の10月１日以降

※ 専門活用型インターンシップを通じて専門性を判断された学生に限り、３月。
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